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（平成２８年改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市内全域 

条例第４条 

（市民の責務） 

 
特定美観地域 

条例第７条② 

（市による施策の実施） 

 
市内全域 

条例第４条 

（市民の責務） 

 
特定美観地域 

条例第７条② 

（市による施策の実施） 

 
ポイ捨て防止重点区域 

・条例第８条の２ 

（ポイ捨て、フンの放置、路上喫煙を禁止） 

・条例第１４条、第１５条 

（勧告、命令） 

観光地和歌山市として相応しいまち

となるよう、美化推進を強化し、ポ

イ捨て防止重点区域内でのポイ捨て

ゼロを目指す。 

ポイ捨てゼロを目指す!! 


